
春の全国交通安全運動　４月６日（火）～４月15日（木）

　多治見警察署　☎㉒0110（代表）　　生活環境課（内線171）

～子どもを交通事故から守るために～
子どもは成長とともに行動範囲が広がっていきます。その際、交通ルールを守る習慣

を身につけていないと大変危険です。保護者の皆さんも一緒に交通ルールを確認し、交
通事故から子どもを守りましょう。

道路の安全な渡り方

1　道路を横断する時は、近くの横断歩道を渡りましょう。
　　また、横断歩道がない場合は、左右の見通しの良い場所を選びましょう。

2　道路を横断する前に一度立ち止まり、左右の安全をしっかり確認しましょう。

3　道路を横断する前に、ドライバーとアイコンタクトをしてお互いの意思の疎通を図りましょう。

4　道路横断中でも、左右の安全を確認しながら渡りましょう。
　　また、横断歩道がない場所を横断する場合は、斜めに横断することのないようにしましょう。

新入学生を持つ保護者の方必見
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